
選考の結果は、合否にかかわらず、選考を受け

た本人に訓練開講の8営業日前に通知（発送）し

てください。

実施機関にて受講者の選考を行います。

鹿児島支部にて認定申請の審査を行います。補

正の依頼をすることがありますので、期限内に

修正をし、再度鹿児島支部にご提出ください。

鹿児島支部ホームページにアップされている認

定申請様式に必要事項を入力し、添付書類のご

準備ができましたらメール（持参・郵送でも

可）にてご提出ください。

申請予定表に必要事項を入力のうえ、提出期限

までにご提出をお願いします。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

鹿児島支部（以下「鹿児島支部」という）に申

請についてご相談ください。新しく申請される

実施機関の方や、久しぶりの申請になる実施機

関の方はお早めのご相談をお願いします。

申請した訓練が認定されると、ハローワークに

て受講者の募集・申込受付を行います。

実施機関は独自で広報活動ができます。

訓練の申請から訓練開始までの流れ

次のような流れとなりますが、不明な点等ございましたら下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

訓練実施の検討

訓練計画の作成・申請予定表

の提出

訓練計画の作成・認定申請

認定申請の審査・審査結果の

返戻

受講者の募集・申込受付

受講者の選考

選考結果の通知

訓練開始

お問い合わせ先

鹿児島県鹿児島市東郡元町14番3号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構鹿児島支部求職者支援課

TEL：099-254-3773 FAX：099-254-3758


